
新潟県立加茂農林高等学校制服選定プロポーザル実施要領 

１ 趣  旨  

○令和５年度入学生より女子制服は、スカートとスラックスの着用を選択できるものとし、学習活

動の向上や LGBTQ等への対応を図る。 

   ○着心地のよい材質への変更や機能性を高めることで学校生活全体の意欲向上を図る。 

  

２ 選定方法 

 （１）プロポーザル参加業者の募集 

 （２）制服サンプル、企画書、見積書の提出 

 （３）本校職員へのサンプル・資料の展示と審査 

 （４）業者選定 

      

３ 選定対象および仕様 

   ○女子制服一式 

ジャッケット、スラックス、スカート、ブラウス（長袖・半袖） 

    ①落ち着いた色（紺色など）のスーツスタイルとする。 

②スラックスとスカートの選択制とする。 

③ジャケットは３つボタン、スラックスに合わせたデザインとする。 

④ウオッシャブル、ストレッチ、高耐久などの高機能素材とする。 

⑤校章を着用し、エンブレム等のプリントや縫い付けはしない。 

※契約後選定業者との間で小変更を行う。 

 

４ 参加資格 

（１）地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第167条の４の規定に該当する者でないこと。 

（２）会社更生法(平成 14年法律第 154条)に基づく更生手続開始の申立てをしている者でないこと。 

（３）民事再生法(平成 11年法律第 225条)に基づく再生開始手続開始の申立てをしている者でないこ

と。 

（４）会社法(平成 17年法律第 86条)に基づく清算の開始又は破産法(平成 16年法律第 75条)に基づ

く破産手続開始の申立てをしている者でないこと。 

（５）暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第 77条)に規定する暴力団及びそ

の利益となる活動を行う者でないこと。 

（６）学校制服の企画立案、製造、納入を一貫して行うことができる制服メーカーであること。 

（７）県内に営業拠点があり、高等学校へブレザー制服の納入実績があること。 

（８）国内に制服製造の自社縫製工場があること。 

（９）規制サイズに当てはまらない生徒、肌の弱い生徒、トランスジェンダーの生徒への対応など、生

徒の事情により臨機応変に個別に対応すること。 

（10）販売後短期間に生じるサイズの変更調節などには原則無料で対応すること。ただし、購入者が故

意に変更したものについては除く。 

（11）新規購入・修理等の依頼があった場合、早急に対応すること。 

（12）新入生の制服に関しては、本校の指定した日までに必ず納入を行うこと。 

（13）男子用の標準学生服の採寸・販売も対応すること。 

（14）一式購入後は、学校を通さなくても物品を直接購入できる対応をすること。  

（15）上記の諸条件に同意し、指定書類を提出できること。 



５ 契約条件 

（１）契約期間を３年間とするが、デザインの変更等大幅な改定がなければ随意契約とする。 

  また、契約期間中でも契約違反や大幅な改定があれば途中で契約を解除する。 

  （２）契約解除後、２年間はアフターフォローを継続する。 

 

６ プロポーザル参加申し込み 

 プロポーザルへの参加を希望するものは、以下のとおり参加申込書を提出すること 

（１）参加申込書 

「加茂農林高等学校制服選定プロポーザル参加申込書」【別紙様式１～４】 

（２）提出期限 

令和４年５月９日（月）午後５時００分必着 

持参の場合は、午前８時３０分から午後５時００分まで（土日を除く）とする。 

（３）提出先 

加茂農林高等学校事務室 

 

７ プロポーザルの実施 

（１）提出物 

  ①企画書１０部 Ａ４サイズで書式は自由 

   ・会社の概要 

   ・納入実績 

   ・素材説明、縫製技術 

   ・アフターフォロー等 

  ②制服サンプル ２体（顔手足のないマネキン） 

   ・女子スラックススタイル、女子スカートスタイルの２体 

  ③見積書（参考販売価格） 

（２）提出期限 

令和４年５月２７日（金）必着 

 

 ８ 審査方法 

     制服サンプル、提出資料の内容を総合的に評価し、本校教職員で判断し、業者を決定する。 

  

 ９ 審査結果の通知 

   審査結果については、すべての参加業者に対し、令和４年６月２４日（金）までに通知する。 

 

 10 留意事項 

（１） 当該プロポーザル参加に要する一切の経費は、すべて参加業者の負担とすること。 

（２） 決定した制服に係わるデザイン等の意匠権は、学校に帰属すること。 

（３） 契約業者は、合理的な理由がない限り新制服を販売する小売店を限定することはできず、小売

店からの新規参入の希望は原則として認めること。 

 

 11 照会先 

   〒959-1325 加茂市神明町２丁目１５－５ 

   新潟県立加茂農林高等学校（担当：山本昌有・本間正隆） 

   TEL 0256-52-3115      FAX  0256-52-2672      E-mail  yamamoto.mayu@nein.ed.jp 



別紙様式１ 

令和  年  月  日 

 

新潟県立加茂農林高等学校長 様 

 

住所又は所在地                  

 商号又は名称                  

代表者名                  印 

 

プロポーザル参加申込書 

 

 新潟県立加茂農林高等学校制服制定プロポーザル募集要領に基づき、参加を申し込みます。また、下

記の事項に相違ないことを誓います。 

 

〈資格要件に従って記載します〉 

（１）地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第167条の４の規定に該当する者でないこと。 

（２）会社更生法(平成 14年法律第 154条)に基づく更生手続開始の申立てをしている者でないこと。 

（３）民事再生法(平成 11年法律第 225条)に基づく再生開始手続開始の申立てをしている者でないこ

と。 

（４）会社法(平成 17年法律第 86条)に基づく清算の開始又は破産法(平成 16年法律第 75条)に基づく

破産手続開始の申立てをしている者でないこと。 

（５）暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第 77条)に規定する暴力団及びそ

の利益となる活動を行う者でないこと。 

 

 

 

【本件の担当者名】 

所属・役職 
 

氏名 
 

電話番号 
 

FAX 
 

E-Mail 
 

 



別紙様式２ 

 

 

会 社 概 要 

① 会社名 
 

② 本社所在地 
 

③ 新潟県内の支社 

（営業所又は事業所を含む）

の名称及び所在地 

 

④ 設立年月日 
 

⑤ 資本金 
 

⑥ 従業員数 
 

⑦ 売上高 

 

平成  年度（平成  年 月 日～平成  年 月 日） 

 

 

令和  年度（令和  年 月 日～令和  年 月 日） 

 

 

令和  年度（令和  年 月 日～令和  年 月 日） 

 

 

⑧ 事業内容 

 

【留意事項】 

 ・本社所在地が新潟県内の場合、③欄の記載は省略可 

 ・⑦欄には直近３箇年の売上高を記載すること 

 ・この様式の他、会社概要を記したパンフレットを提出すること 

 

 

 



別紙様式３ 

 

 

県 内 納 入 実 績 一 覧 表 

No. 納入学校名 生徒数 契約年度 

    

    

    

    

    

【留意事項】 

・過去５年以内に受託した業務を記載すること（５業務まで） 

 

  



別紙様式４ 

 

 

取 引 の あ る 販 売 業 者 

No. 業者名 所在地 

   

   

   

   

   

   

   

   

 



別紙様式５ 

令和  年  月  日 

 

新潟県立加茂農林高等学校長 様 

 

住所又は所在地                  

 商号又は名称                  

代表者名                  印 

 

プロポーザル参加申込辞退書 

 

 令和  年  月  日付けで行った参加申し込みについて、下記の理由により辞退します。 

 

 

理由： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


